
 

 

山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和４年５月１２日（木）午前８時５４分から午前９時５１分 

 

２． 開催場所 山江村役場 ２階 大会議室 

 

３． 出席委員（１３名） 

     農業委員  ６名 

     推進委員  ７名 

      

 

４． 欠席委員（なし） 

 

５． 議事日程 

  日程１ 開会 

  日程２ 会長挨拶 

  日程３ 諸般事情報告 

  日程４ 議事録署名委員の指名について 

  日程５ 議第１９号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

  日程６ 議第２０号農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程７ 議第２１号農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程８ 議第２２号農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程９ 議第２３号農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程１０ 議第２４号農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程１１ 議第２５号農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会意見検討について 

  日程１２ 議第２６号山江村農用地利用集積計画（第４次）に対する意見決定について 

  日程１３ 議題２７号非農地証明願に対する認定について 

  日程１４ その他 

  日程１５ 今後の行事 

  日程１６ 閉会 

 

６． 農業委員会事務局職員 

事務局長   

事務局係長  
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７.  会議の概要 

 

事務局長       それではご起立お願いします。一同礼。ご着席ください。 

           山江村農業委員会における農業委員の総数は６名で、本日の出席委員

は６名であります。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数を満たし

てしておりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より

令和４年５月期の農業委員会総会を開会いたします。 

           日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長         （会長挨拶） 

 

事務局長       ありがとうございました。次に、日程３「諸般事情報告」となってお

ります。農業委員、農地利用最適化推進委員におかれましては何かござ

いませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

事務局長       特段ございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

事務局長       はい。では、ない ということですので次に移らせていただきます。

次に、日程４「議事」に入ります。日程４以降につきましては、会長に

て議事進行をお願いいたします。 

 

議長         はい。これより議事に入ります。まず、日程４「議事録署名委員の指

名について」山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議事

録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっております

ので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は３番

農業委員、４番農業委員にお願いいたします。 

 

議長         次に日程５、議第１９号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借

等の解約の承認について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説

明をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第１９号についてご説明いたします。総会資料の

１ページをお開きください。議第１９号「農地法第１８条第６項の規定

による賃貸借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法

施行規則第６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約

通知があったので承認を求める。令和４年５月１２日提出、山江村農業
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委員会会長。２ページから４ページまでが通知書と解約申出書、合意書

の写しとなっております。（申請内容について説明）。５ページに地籍図

を添付しておりますが、（申請地所在について説明）。解約理由としまし

ては、もともと農業公社を介して契約を結んでいた借主が契約更新をせ

ず返したことから新たな借り手を探していましたが、公社が預かる期限

を過ぎたことから一旦解約することとなっております。今後、新たに借

り手が見つかった場合は再度、新規契約を行うこととなります。以上で

ございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

議第１９号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約につい

て」異議がない方は、挙手をお願いいたします。 

                

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第１９号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程６、議第２０号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第２０号についてご説明いたします。総会資料の

６ページをお開きください。議第２０号「農地法第３条の規定による、

許可申請に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙

の許可申請があったので意見決定のため審議を求める。令和４年５月１

２日提出、山江村農業委員会会長。７ページをお開きください。農地法

第３条の規定による所有権移転許可申請書の内容でございます。許可を

受けようとする土地の字、地番、地目、面積はご覧のとおりとなってお
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り、計３筆、合計面積が 2,220 ㎡でございます。（申請人について説明）。

経営計画等の内容につきましては、記載のとおりとなっておりますが、

今回の案件分と合わせて〇〇市の農地も３条申請した上で許可を得て

いると本人の申し出と〇〇市農業委員会への照会でも確認しておりま

すので下限面積の要件は満たしております。８ページが申請書の写し、

９ページから１１ページまでが位置図及び現況写真を添付しておりま

す。農地法第３条第２項各号の判断につきましては申請者及び担当委員

である会長と担当推進委員と共に５月６日に行っております。以上でご

ざいます。 

 

議長         はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、私より補足説明を

いたします。５月６日９時２０分より、譲受人、譲渡人の家族の方２人、

事務局係長、担当推進委員、私の５名で現地確認を行いました。（申請

地所在について説明）。もう 1 つは○○インターチェンジの近くの合計

２ヶ所になります。両方ともですね、以前から譲受人の方が耕作をされ

ておりまして、今後も耕作をされる予定であります。また、先ほども言

われましたとおり親子間の贈与による所有権の移転でありますので問

題はないかと思います。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょか。 

 

担当推進委員     意見ありません。 

 

議長         それでは、担当委員の説明が終わりましたのでこれより質疑に入りま

す。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。     

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。それでは ないようですので採決をいたします。議第２０号「農

地法第３条の規定による許可申請について」異議がない方は、挙手をお

願いいたします。 
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           （全員挙手） 

 

議長         全員挙手により、議第２０号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程７、議第２１号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第２１号についてご説明いたします。総会資料の

１３ページをお開きください。議第２１号「農地法第３条の規定による、

許可申請に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙

の許可申請があったので意見決定のため審議を求める。令和４年５月１

２日提出、山江村農業委員会会長。１４ページをお開きください。農地

法第３条の規定による所有権移転許可申請の内容でございます。許可を

受けようとする土地は、（申請地所在について説明）。譲渡人、譲受人共

に〇区の方であり、親戚間での贈与となっております。経営計画等の内

容につきましては、記載のとおりとなっておりますが、今回の案件分と

合わせて相続登記を進めている農地があるため、合わせて下限面積の要

件は満たしております。１５ページが申請書の写し、１６ページから１

７ページに位置図及び現況写真を添付しております。農地法第３条第２

項各号の判断につきましては１８ページの調査書のとおりとなってお

ります。なお、現地調査につきましては申請者及び担当農業委員と担当

推進委員と共に５月６日に行っております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので担当農業委員より補足説

明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明いたします。５月６日金曜日ですね、午前９時３

５分より現地調査を行ってます。立会人としまして譲り渡し人の方、推

進委員の〇〇さん、事務局の〇〇さん、そして私の４名で行っておりま

す。現地としましては、〇〇公民館のすぐ下にあります２枚目の田んぼ

で、よく管理されており、草刈りもよくしてありました。今回は所有権

の移転ということですが、面積の方も３反以上に確保されているという

ことでしたので何も問題ないと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。以上です。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     ありません。 
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議長         はい。それでは担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

議長         私から質問よかですか。 

 

担当推進委員     はい。 

 

議長         これまでは譲渡人の方が耕作されていたということですか。 

 

担当農業委員     去年からでしたもんね。 

 

議長         去年から譲受人の方が耕作をされていたと。 

 

担当農業委員     そうです。 

 

議長         はい。わかりました。 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

議第２１号「農地法第３条の規定による許可申請について」異議がない

方は、挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第２１号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程８、議第２２号「農地法第５条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第２２号について説明をいたします。総会資料１

９ページをご覧ください。議第２２号「農地法第５条の規定による、許
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可申請に対する意見決定について」農地法第５条の規定により、別紙の

許可申請があったので意見決定について意見を求める。令和４年５月１

２日提出、山江村農業委員会会長。続きまして、２０ページをご覧くだ

さい。農地法第５条による、農地転用許可申請の内容でございます。（申

請内容について説明）。２１ページが申請書の写しであり、関係事項等

につきましてはご覧の通りでございます。資金につきましては、自己資

金とのことで金融機関の残高証明書にて確認をしています。申請地の農

地区分につきましては、人吉方面へ広範囲に農地が広がっていることか

ら転用原則不許可の「第１種農地」となりますが、災害復旧により移転

建設中の〇〇住宅が隣接していることから、不許可の例外にあたる集落

接続により、転用可能であると判断いたしました。２２ページ、２３ペ

ージに位置図、現況写真を添付しております。現地調査につきましては

担当農業委員、代理として〇〇推進委員と共に５月６日に行っておりま

す。以上でございます。 

 

白川会長       はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より

補足説明をお願いします。 

 

担当農業委員     はい。では説明いたします。５月６日金曜日、午前８時５５分より現

地にて立会いをしてきました。譲渡人の方、譲受人の方、〇〇推進委員、

事務局係長、私の５名で行ってきました。場所はですね２２ページの地

図を見てもらうと分かりますけど、（場所について説明）。譲渡人の方が

以前から維持管理ができなくなってきたということで、この譲受人の方

とそういう話をされていたそうです。今、事務局係長から説明もありま

したけれども、隣接する所に〇〇住宅が建つということで場所的にも問

題ないのかと思います。一応、水路が流れているんですけれども、そこ

は法面を作るのか、擁壁を建てるのか、そこは検討中とのことでした。

埋め立てもするということだったので。それと人吉側ですね、２３ペー

ジの方、家があるんですけれども手前にも少し農地があるんですけれど

も、そこは耕作されてないそうなので、草払いくらいはされてますけど、

そういうところも問題ないのかなと思います。審議の程よろしくお願い

いたします。 

 

議長         はい。続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員からは何か

ありませんでしょうか。 

 

担当推進委員     はい。今、担当農業委員が言われた中で水路の件が出ていましたけれ

ども、埋め立てをする時に村との協議というか、話し合いの中で水路を

確保してから、掃除をしやすいように段をつけて作るようには言ってお

られました。人吉の方の隣地の説明は担当農業委員の方でよろしいと思
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います。以上です。 

 

議長         はい。それでは担当委員の説明が終わりましたので質疑に入ります。

農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

議第２２号「農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定に

ついて」異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第２２号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程９、議第２３号「農地法第５条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第２３号について説明をいたします。総会資料の

２４ページをご覧ください。議第２３号「農地法第５条の規定による、

許可申請に対する意見決定について」農地法第５条の規定により、別紙

の許可申請があったので意見決定について意見を求める。令和４年５月

１２日提出、山江村農業委員会会長。続きまして２５ページをご覧くだ

さい。農地法第５条による農地転用許可申請の内容でございます。（申

請内容について説明）。２６ページが申請書の写しであり、関係事項等

につきましてはご覧のとおりでございます。資金につきましては、自己

資金とのことで金融機関の残高証明書にて確認をしております。申請地

の農地区分につきましては、「農振農用地」、「甲種農地」、「第１種農地」、

「第３種農地」、「第２種農地の１」のいずれにも該当しない 10ha 未満

の小集団の生産力の低い農地の地域とみて、「第２種農地」であると判

断されます。２７ページから２８ページに位置図、現況写真を添付して
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おります。現地調査につきましては担当農業委員、担当推進委員と共に

５月６日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。５月６日午前１０時半より立会いを行っております。立会いに

は譲受人、渡し人、担当推進委員、事務局係長、私の５名で行っており

ます。（申請地所在について説明）。譲受人の方は○○区の方で２年前の

水害で災害に遭われて新しい住む場所を探しておられて、たまたま親戚

であるところの譲渡人の方の畑を探されたということです。面積も 500

㎡以下ですので住宅には適しているかと思います。以上です。 

 

議長         はい。続きまして同様に確認を行いました担当推進委員から、何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     はい。ありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたのでこれより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの、質疑・意見等ありませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

議第２３号「農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定に

ついて」異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第２３号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程１０、議第２４号「農地法第５条の規定による、許可申請に
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対する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説

明をお願いいたします。 

 

事務局係長      それでは、議第２４号について説明をいたします。総会資料２９ペー

ジをご覧ください。議第２４号「農地法第５条の規定による、許可申請

に対する意見決定について」農地法第５条の規定により、別紙の許可申

請があったので意見決定について意見を求める。令和４年５月１２日提

出、山江村農業委員会会長。続きまして、３０ページをご覧ください。

農地法５条による、農地転用許可申請の内容でございます。（申請内容

について説明）。３１ページが申請書の写しであり、関係事項等につき

ましてはご覧のとおりとなっております。資金につきましては、融資を

受ける予定であり、住宅建築事業者を通して行われるということで現在

のところ仮審査終了届の状態です。建築契約と同時に融資も正式申請さ

れるとのことです。申請地の農地区分につきましては、「農振農用地」、

「甲種農地」、「第１種農地」、「第３種農地」、「第２種農地の１」のいず

れにも該当しない 10ha 未満の小集団の生産力の低い農地の地域とみて、

「第２種農地」であると判断されます。３２ページから３３ページに位

置図、現況写真を添付しております。現地調査につきましては令和３年

１１月期総会案件で議第３２号農業振興地域整備計画の変更について

審議する際に担当委員と調査を行っているため、事務局で確認を行って

おります。（現地について説明）３３ページの現地写真のとおり不耕作

地となっております。一般住宅の場合、500 ㎡程度と転用制限がありま

すが、法面に高さがあることや南側には高速道路からの排水路があるこ

とから安全面を考慮した保安スペースを設けるとのことで、実際の宅地

有効面積は 405.2 ㎡となります。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたのでこれより質疑に入ります。

農業委員の方、何かございませんか。 

 

３番農業委員     はい。すみません。ちょっとお聞きしたいんですけれども。分筆とい

う形ではなくて、安全面を配慮して実際に建てる面積は４００ちょっと

ていう形になるんですか。 

 

事務局係長      はい。よろしいですか。先ほどもご説明しましたが、まず、村道側で

すが３メートル近く法面が高いので、そちらの方から進入路を設けると

いうことで計画の方は上がっております。実際の、もともと農地として

使われていた上の段のですね、田んぼの方につきましては水田台帳から

そちらの方は 700 ㎡程度ということで、最初は分筆をされませんかとい

う話をしていたんですが、南側の方が栗の木等もありまして、また水路

側の方も法面が高いということで崩れた場合とかを考慮して、そちらか
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らだいぶ引いた形でですね宅地の方は造成するように計画したいとい

うことだったものですから、あとは所有者さんの意向もありまして今回

分筆なしで１筆での、１筆すべてを宅地として転用するということで申

請が上がっております。農振除外の方もそのようにして申請をしたとい

うことで聞いております。 

 

３番農業委員     ありがとうございます。 

 

議長         よろしいですか。 

 

３番農業委員     はい。ありがとうございます。 

 

議長         他にございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         それでは、質疑・意見がないようですので採決をいたします。議第２

４号「農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定について」

異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第２４号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程１１、議第２５号「農業振興地域整備計画の変更に係る農業

委員会意見検討について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説

明をお願いいたします。 

 

事務局係長      はい。それでは議第２５号について説明をいたします。総会資料の３

４ページをご覧ください。議第２５号「農業振興地域整備計画の変更に

係る農業委員会意見検討について」農業振興地域整備計画について、農

業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２の２項の規定によ
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り、山江村長から意見を求められたので、この計画について意見を求め

る。令和４年５月１２日提出、山江村農業委員会会長。３５ページが山

江村長からの意見書についての照会の写し、３６ページが変更箇所の明

細でございます。（申請内容について説明）。変更理由といたしましては、

〇〇市在住である申請人が令和２年７月豪雨で被災し、安全な住宅建築

地を探していたところ知り合いの伝手で当該農地を紹介してもらい、そ

ちらを転用したいとのことです。利用目的は個人住宅の建築。変更後の

利用者は申請人でございます。農地転用の観点としましては、申請地の

の農地区分が、「農振農用地」、「甲種農地」、「第１種農地」、「第３種農

地」、「第２種農地の１」のいずれにも該当しない 10ha 未満の小集団の

生産力の低い農地の地域とみて、「第２種農地」であると判断しました。

したがいまして、転用の見込みがあると見ております。３７ページから

４０ページに所在を表す地図及び地籍図、４１ページから４４ページま

でに現況写真を添付しております。４５ページにありますとおり申請農

地の面積はご覧のとおりでありますが、一部は水が染み出し宅地として

も農地としても利用できないことから、住宅用地として実際有効となる

のはおよそ 500 ㎡、残地については保安スペースとして確保するため１

筆すべてを除外したい、また除外後は転用したいとのことです。現地調

査につきましては、申請人と所有者、担当農業委員、担当推進委員と共

に５月６日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、立会いをしました

担当農業委員より補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。それでは説明いたします。これも５月６日午前９時５０分より

現地調査を行っております。立会い人としましては譲受人、譲渡人の方、

担当推進委員、事務局係長、そして私の５名で行っております。現地と

しましては、〇〇橋から手前５０メートルくらいですかね、そのくらい

の所にあるわけでございますけれども、少し高台にあるわけですけども、

今のところ むた田ということで何の手入れもしてありませんでした。

今までも１０年位作付けしてなく、そのまま放置したような状況でござ

います。今回は農振を除外ということで、その後申請が通れば家を建て

るということでしたので、ひとまず農振の除外ということで検討しても

らいたいということであります。以上です。 

 

議長         同様に立会いしました担当推進委員から何かございませんでしょう

か。 

 

担当推進委員     ありません。 
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議長         はい。それでは、担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         農業委員の方、推進委員の方、それぞれ質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。それでは質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいた

します。議第２５号「農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会意

見検討について」異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第２５号につきましては、農業委員会の意

見としては異議なしということで提出いたします。 

 

議長         次に日程１２、議第２６号「山江村農用地利用集積計画（第４次）に

対する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説

明を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは議第２６号についてご説明をいたします。総会資料の

４６ページをお開きください。議第２６号「山江村農用地利用集積計画

（第４次）に対する意見決定について」令和４年山江村農用地利用集積

計画（第４次）を定めることについて、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により、山江村長から意見を求められたので、この計画

について可否を求める。令和４年５月１２日山江村農業委員会会長。４

７ページ、４８ページが意見書の写し、４９ページが総括表となってお

ります。５０ページの利用権の設定等状況一覧表をご覧ください。今回

申請されましたのは、賃借権の新規設定１件、使用貸借権の新規設定が

１件の合計２件で案件の総面積は 2,998 ㎡です。51 ページは農地バン

クを介した農用地利用集積計画の一覧となっております。それでは、新

規設定１件１筆分についてご説明をいたします。総会資料の５２ページ

をご覧ください。賃借権の設定に係る申請でございます。申請人に関し

ましては、貸し手〇区の方、借り手が農業公社でございます。５３ペー
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ジをご覧ください。利用権を設定する土地は、（申請地所在について説

明）。期間は１０年。賃借料の支払いにつきましては、ご覧のとおりと

なっております。５４ページ、５５ページに地籍図、現況写真を添付し

ております。現地調査につきましては出し手の方、借り手候補者の方、

担当委員の会長職務代理者、担当推進委員と共に５月６日に行っており

ます。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、会長職務代理者よ

り補足説明をお願いいたします。 

 

会長職務代理者    はい。それではご説明いたします。５月６日１０時１０分、貸し手の

方、借り手の方、事務局係長、担当推進委員、私の５名で現地確認を行

いました。場所は５４ページ、（申請地所在について説明）。現場はです

ね綺麗に管理されて問題ないと思います。ただ、１回お聞きしたことが

ですね、借地料がちょっと安いんじゃないかとお聞きしたところ、昔か

らこの金額でやっているから問題ないということでした。審議の程よろ

しくお願いいたします。 

 

議長         はい。続きまして同様に確認を行いました担当推進委員から何かあり

ませんでしょうか。 

 

担当推進委員     はい。ありません。 

 

議長         はい。それでは担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑、意見等ありませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 
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議長         全員挙手により、新規設定１件１筆分につきましては、原案のとおり

決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権に新規設定１件２筆分について事務局の説明

を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、使用貸借権の新規設定１件２筆分についてご説明い

たします。総会資料の５６ページをご覧ください。使用貸借権の設定に

係る申請でございます。申請人に関しましては、貸し手が〇〇区の方、

借り手が〇〇村の方でございます。５７ページをご覧ください。（申請

内容について説明）。期間は５年。賃借料の支払いにつきましては、使

用貸借の為ありません。５８ページから５９ページまでに地籍図・現況

写真を、６０ページに調査書を添付しております。現地調査につきまし

ては、申請者、担当委員の会長職務代理者と担当推進委員と共に５月６

日に行っております。以上でございます。 

 

議長         それでは、事務局の説明が終わりましたので会長職務代理者より補足

説明をお願いいたします。 

 

会長職務代理者    はい。それではご説明いたします。同じく５月６日１０時１０分、貸

し手の方、借り手の方、事務局係長、担当推進委員と私の５名で現地確

認を行いました。場所は５４ページの〇〇地区からですね、上のほうに

約 1 キロメートルくらい行ったところが５８ページの地図になります。

現地もですね綺麗に管理されてました。去年くらいから〇〇村の方が作

っておられるそうです。その前は何人かの方が作っておられたんですけ

ど、高齢者とかお亡くなりになられたとかということで、去年から〇〇

村の方が作ってらっしゃるみたいです。現場も綺麗に管理されていて問

題ないと思います。ご審議よろしくお願いします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んか。 

 

担当推進委員     ありません。 

 

議長         はい。それでは担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件２筆分について、異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件２筆分につきましては、原案の

とおり可決します。以上２件、全事案とも全員参加となりましたので、

議第２６号につきましては原案のとおり決定いたしました。 

 

議長         次に日程１３、議第２７号「非農地証明願に対する認定について」を

議題とします。事務局より議案の朗読と概要の説明を求めます。 

 

事務局係長      はい。それでは、議第２７号につきましてご説明いたします。総会資

料の６１ページをご覧ください。議第２７号「非農地証明願に対する認

定について」農地法第２条第１項の規定に該当しない土地として非農地

証明願の届け出があったので認定について審議を求める。令和４年５月

１２日山江村農業委員会会長。６２ページが非農地証明願の写しでござ

います。非農地を希望する農地は、（申請地所在について説明）。非農地

となった時期や事由につきましてご覧のとおりとなっております。６３

ページに調査報告書を６４ページ・６５ページに地籍図、現況写真を添

付しております。現況の詳細については６３ページの報告書のとおりで、

営農条件は著しく劣るものとみております。現地調査につきましては、

申請者と担当農業委員、担当推進委員と共に５月６日に行っております。

以上でございます。 

 

議長         はい。それでは事務局の説明が終わりましたので、担当農業委員より

補足説明をお願いいたします。 

 

担当農業委員     はい。５月６日１０時５０分より現地調査を行っております。立会い

には、申請人の方、担当推進委員、事務局係長、私の４名で行っており

ます。場所はですね６４ページの写真で言いますと、（場所について説

明）。それの道向かいの畑なんですが、面積が 10 ㎡ない広さです。畑に
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入る道もなく、トラクターとか耕運機も入らないような狭い土地であり

ます。おそらく道路拡張に伴う残地だと考えられます。持ち主の方も高

齢で後継者もいらっしゃいませんので非農地にしてもいいのかなと考

えております。以上です。 

 

議長         はい。同様に立会いをしました、担当推進委員から何かありませんで

しょうか。 

 

担当推進委員     はい。何もありません。 

 

議長         はい。それでは、これより質疑に入ります。農業委員の方、何かござ

いませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ありませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見等ないようですので、それでは採決をいたします。

非農地証明の認定について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         全員挙手により、非農地証明願に対して認定し、証明書を発行するこ

とで決定いたします。 

 

議長         次に日程１４「その他」となっております。事務局より連絡をお願い

します。 

 

事務局係長      その他について説明。 

          〇ホームページ用議事録について 

          〇農業者年金改正のリーフレットについて 

          〇総会終了後の研修について 

 

議長         「その他」の方で事務局より連絡がありましたが、質疑・意見等ござ
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いませんか。あったら総会終了後でもいいですので質疑していただきた

いと思います。 

 

議長         それでは次に、日程１５「今後の行事」に移ります。事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局係長      今後の行事について説明。 

 

議長         それでは、日程１６「閉会」に移ります。以上をもちまして、農業委

員会５月期総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 5 月 12 日(木)午前 9 時 51 分  

  

                        議長             

 

                        委員             

 

                        委員             


